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東郷町議会議長 殿 

東郷町議会議員 

 

一 般 質 問 通 告 書 

東郷町議会会議規則第５９条第２項の規定により、次の事項について

質問（一問一答方式・一括質問方式）したいので通告します。  

 記 

（注）要旨は、具体的に記載すること。  

質 問 事 項 質  問  要  旨 答 弁 者 
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 1 生活困窮・悩み・

不安についての支

援制度・相談先につ

いて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アフターコロナの社会への移行の準備が進めら

れている。一方で、物価高騰と家計のやりくり・

事業のやりくりに、大きな不安を感じている方が

多くなってきていると言っても過言ではない。ま

た、コロナ関連での後遺症・人間関係等の不安や

悩みも、簡単に解消されるものでもありません。

新型コロナウイルス対策融資等の返済も始まりま

す。町民が困った時の制度の概要や全体像を把握

していただけるように、職員のみなさんにも、適

切な対応をしていただけるように質問をします。 

⑴ 生活困窮者支援制度について 

   ア 何処が申請窓口になるのか。 

  イ 生活保護制度との相違点は何か 

   ウ どのような種類があるのか。   

⑵ 生活保護制度について         

ア 何処が申請窓口になるのか。  

  イ 制度の基準はどのようなものか。  

   ウ この制度を頑なに拒否される方への対応

はどのようなものなのか。 

⑶ 生活福祉資金貸付について 

  ア 何処が申請窓口になるのか。 

  イ どのような種類があるのか。  

⑷ ハロ－ワークについて 

  ア 求職者支援制度とは何か。 

   イ その他の制度はあるのか。 

⑸ コロナ融資の返済について 

  ア 困ったら、どのような相談先があるのか。 

⑹ 相談先について 

  ア 悩みや不安を抱える人への窓口は何処か。 

  イ 暴力に悩んでいる人への窓口は何処か。 

   ウ 周知の強化についての考えはあるのか。 

  

町長 

担当部長 

加 藤 宏 明 

 

    若園 ひでこ 
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令 和 5 年 2 月 13 日       

月  日 午前・午後 ２時５５分 
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  無会派 


